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(57)【要約】
【課題】本体部とシールリップ部が合成樹脂により一体
に形成されたリニアガイド装置用サイドシールとして、
本体部とシールリップ部との結合強度が高いものを提供
する。
【解決手段】ポリエステル樹脂からなる本体部５１と、
ポリエステルエラストマーからなるシールリップ部５２
を、二色射出成形法により一体に形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　案内レールと、スライダと、複数個の転動体と、を備え、前記案内レールおよびスライ
ダは、互いに対向配置されて転動体の転動通路を形成する転動面を有し、前記転動通路を
転動体が転動することにより、案内レールおよびスライダの一方が他方に対して相対的に
直線運動するリニアガイド装置を構成する前記スライダの運動方向両端に、ねじ部材で固
定されるサイドシールであって、
　案内レールの上側に配置される上部分と案内レールの両側部に配置される一対の側部分
とからなる板状の本体部と、本体部と案内レールとの間に配置されて案内レールの上面お
よび両側面に先端部を接触させるシールリップ部と、で構成され、
　前記シールリップ部はポリエステル系エラストマーからなり、前記本体部はポリエステ
ル樹脂からなり、
　前記各材料を金型内に同時に供給して射出成形する二色射出成形法により、前記シール
リップ部と本体部が一体に形成されていることを特徴とするリニアガイド装置用サイドシ
ール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リニアガイド装置用サイドシールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リニアガイド装置の従来例を図３に示す。このリニアガイド装置は、案内レール１と、
スライダ２と、複数個のボール（転動体）３とを備えている。案内レール１およびスライ
ダ２は、互いに対向配置されて転動体３の転動通路を形成する転動溝１１，２１を有する
。スライダ２は、直動方向（案内レール１の長さ方向）で、スライダ本体２０１と、その
両端に固定されたエンドキャップ２０２とに分けられる。転動溝２１はスライダ本体２０
１に形成されている。
【０００３】
　スライダ２は、また、転動体３の戻し通路２２と、この戻し通路２２と前記転動通路と
を連通させる方向転換路を有する。戻し通路２２はスライダ本体２０１に、方向転換路は
エンドキャップ２０２に形成されている。スライダ２の上面には、テーブル等をねじ止め
で取り付けるための雌ねじ２３が形成されている。案内レール１には、基台等の被取付部
に案内レール１をボルトで取り付けるための取り付け穴１３が形成されている。
【０００４】
　リニアガイド装置は、前記転動通路、戻し通路、および方向転換路で構成された循環経
路内をボール３が循環することにより、案内レール１およびスライダ２の一方が他方に対
して相対的に直線運動する。
　スライダ２の運動方向両端にサイドシール４が配置され、ボルト６により固定されてい
る。スライダ本体２０１の上下の戻し通路２２の間に、ボルト６用の雌ねじ２４が形成さ
れている。エンドキャップ２０２には、グリースニップル７用の雌ねじ２５とボルト６用
の貫通穴２６が形成されている。
【０００５】
　サイドシール４は、エンドキャップ２０２の正面形状とほぼ同じコの字状の正面形状を
有し、ゴム製の板状部４１およびシールリップ部４２と、金属板４３とからなる。金属板
４３はサイドシール４の芯金であり、金型を用い金属板４３の一方の面にゴムを溶着する
ことで、板状部４１とシールリップ部４２が形成されている。
　板状部４１と金属板４３は、案内レール１の上側に配置される上部分と案内レール１の
両側部に配置される一対の側部分を有する。シールリップ部４２は、案内レール１の角部
と側面の転動溝１１に嵌まる形状の突出部を有する。
【０００６】
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　板状部４１の側部分に、ボルト６用の貫通穴４１ａが形成されている。金属板４３の板
状部の貫通穴４１ａと同じ位置に、ボルト６用の貫通穴４３ａが形成されている。金属板
４３の上部分に、グリースニップル７用の貫通穴４３ｂが形成されている。金属板４３の
貫通穴４３ａは板状部４１の貫通穴４１ａより直径が小さく、貫通穴４３ａの周縁部が露
出している。板状部４１の上部分に、金属板４３の貫通穴４３ｂの周縁部を露出させるＵ
字状の切欠き部４１ｂが形成されている。
　この例のサイドシール４は、金属板４３にゴム製の板状部４１が溶着により固定されて
いて、シールリップ部４２が金属板４３からはみ出すように形成されているため、リニア
ガイド装置を過酷な条件で使用した場合に、金属板４３からゴム製の板状部４１が剥がれ
たり、シールリップ部４２が破損する恐れがある。
【０００７】
　これに対して、特許文献１には、金属板を使用せず、前記上部分と一対の側部分とから
なる部材（本体部）に相当する基板部と、前記シールリップ部に相当するシール部を、互
いに異なる樹脂材料を用いた押出成形により一体に成形する方法で、サイドシールを製造
することが記載されている。
　また、特許文献２には、金属板を使用せず、前記上部分と一対の側部分とからなる部材
に相当する硬質合成樹脂製の本体部をインサートとしたインサート成形により、前記シー
ルリップ部に相当する合成ゴムまたは合成樹脂エラストマー製のリップ部を一体に成形す
る方法で、サイドシールを製造することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－３３６７５８号公報
【特許文献２】特開２００１－６５５７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１および２に記載された方法で製造されたサイドシールには、本体部とシール
リップ部との結合強度が不十分であるという問題点がある。
　この発明の課題は、本体部とシールリップ部が合成樹脂により一体に形成されたリニア
ガイド装置用サイドシールとして、本体部とシールリップ部との結合強度が高いものを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、この発明のリニアガイド装置用サイドシールは、案内レー
ルと、スライダと、複数個の転動体と、を備え、前記案内レールおよびスライダは、互い
に対向配置されて転動体の転動通路を形成する転動面を有し、前記転動通路を転動体が転
動することにより、案内レールおよびスライダの一方が他方に対して相対的に直線運動す
るリニアガイド装置を構成する前記スライダの運動方向両端に、ねじ部材で固定されるサ
イドシールであって、案内レールの上側に配置される上部分と案内レールの両側部に配置
される一対の側部分とからなる板状の本体部と、本体部と案内レールとの間に配置されて
案内レールの上面および両側面に先端部を接触させるシールリップ部と、で構成され、前
記シールリップ部はポリエステル系エラストマーからなり、前記本体部はポリエステル樹
脂からなり、前記各材料を金型内に同時に供給して射出成形する二色射出成形法により、
前記シールリップ部と本体部が一体に形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明のリニアガイド装置用サイドシールは、本体部とシールリップ部が二色射出成
形法により一体に形成されているため、押出成形およびインサート成形を採用している特
許文献１および２に記載されたと比較して、本体部とシールリップ部との結合強度が高い
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ものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施形態に相当するサイドシールの正面図である。
【図２】製造方法を説明する金型の断面図である。
【図３】リニアガイド装置と従来のサイドシールを説明する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の実施形態について説明する。
　この実施形態のサイドシールを図１に示す。このサイドシール５は、図３に示すリニア
ガイド装置で従来例のサイドシール４に代えて使用できるものである。
　このサイドシール５は、エンドキャップ２０２の正面形状とほぼ同じコの字状の正面形
状を有し、板状の本体部５１と、本体部５１の内縁部に形成されたシールリップ部５２と
からなる。
【００１４】
　本体部５１は、案内レール１の上側に配置される上部分５１Ａと、案内レール１の両側
部に配置される一対の側部分５１Ｂとからなる。シールリップ部５２は、案内レール１の
角部と側面の転動溝１１に嵌まる形状の突出部５２１，５２２を有する。
　本体部５１の上部分５１Ａに、グリースニップル７用の貫通穴５１ａと凹部５１ｂが形
成されている。本体部５１の側部分５１Ｂに、ボルト６用の貫通穴５１ｃと凹部５１ｄが
形成されている。
　本体部５１はポリエステル樹脂からなり、シールリップ部５２はポリエステルエラスト
マーからなる。厳密には、図１の破線Ａより外側の部分がポリエステル樹脂からなり、内
側の部分がポリエステル系エラストマーからなる。
【００１５】
　このサイドシール５は、二色射出成形法により本体部５１とシールリップ部５２が一体
に形成されている。二色射出成形法では、図２に示すように、二つの分割体８１，８２か
らなる金型の本体部５１側のノズル８１ａからポリエステル樹脂を、シールリップ部５２
側のノズル８１ｂからポリエステルエラストマーを同時に供給して射出成形を行う。
　この実施形態のサイドシール５は、本体部５１とシールリップ部５２が二色射出成形法
により一体に形成されているため、押出成形およびインサート成形を採用している特許文
献１および２に記載されたサイドシールと比較して、本体部５１とシールリップ部５２と
の結合強度が高いものとなる。
【符号の説明】
【００１６】
　１　案内レール
　１１　案内レールの転動溝
　１３　取り付け穴
　２　スライダ
　２１　スライダの転動溝
　２２　戻し通路
　２３　雌ねじ
　２４　雌ねじ
　２５　雌ねじ
　２６　貫通穴
　２０１　スライダ本体
　２０２　エンドキャップ
　３　ボール（転動体）
　４　サイドシール
　４１　板状部
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　４１ａ　貫通穴
　４１ｂ　切欠き部
　４２　シールリップ部
　４３　金属板
　４３ａ　貫通穴
　４３ｂ　貫通穴
　５　サイドシール
　５１　本体部
　５１Ａ　本体部の上部分
　５１Ｂ　本体部の側部分
　５１ａ　貫通穴
　５１ｂ　凹部
　５１ｃ　貫通穴
　５１ｄ　凹部
　５２　シールリップ部
　５２１，５２２　突出部
　６　ボルト
　７　グリースニップル
　８１　金型の分割体
　８１ａ　ノズル
　８１ｂ　ノズル
　８２　金型の分割体

【図１】

【図２】

【図３】
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